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事業事前評価表 

 

国際協力機構農村開発部畑作地帯第一課 

 

１．案件名                                                 

 国 名： セントビンセント及びグレナディーン諸島（以下、「セントビンセント」）、セン

トクリストファー・ネイビス（以下、「セントキッツ」）、アンティグア・バーブー

ダ、ドミニカ国、セントルシア、グレナダ 

 案件名： 和名 カリブ地域における漁民と行政の共同による漁業管理プロジェクト 

 英名 Caribbean Fisheries Co-Management Project  

 

２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国における水産セクターの現状と課題 

カリブ地域各国において水産業は伝統的に重要な産業であり、今でも主要産業の

観光業及び農業に次ぐ就業率を占めている。水産物を提供するレストラン、ホテルな

どの関連産業や観光客向けのスポーツ・フィッシングを含めると、各国経済における

水産業の重要性は高いと言える。また、各国はカリブ海及び大西洋に囲まれているこ

とから水産資源が地元住民の貴重な動物性蛋白質の供給源となっており、水産業の

持続的発展が不可欠である。 

しかしながら、近年は過剰漁獲による沿岸水産資源の減尐がカリブ地域共通の課

題になっている。沿岸ではコンク貝やロブスター、リーフ魚、小型浮魚等の過剰漁獲

が見られるとともに、ゴーストフィッシング（荒天や事故のため海中で紛失・流出した漁

具が魚介類を捕り続け、そのまま魚介類が死亡してしまう現象）が水産資源減尐に拍

車をかけている。 

カリブ共同体（CARICOM：カリコム）事務局は、その水産部門としてカリブ地域漁業

機構（CRFM）を2003年3月に設立し、加盟国間の協力を通じた域内全体での水産資

源管理を目指して活動を続けてきた。我が国はCRFM事務局及び加盟国からの要請

を受け、2009年から2012年まで開発調査「カリブ地域における漁業・水産業に係る開

発・管理マスタープラン調査」（以下、開発調査）を実施した。本開発調査では、パイロ

ットプロジェクトによる実証を踏まえて、カリブ地域の水産資源管理に関する以下の主

要課題が明らかになった。①各国水産局は人員及び財務体制が小規模であり、資源

管理計画が適切に構築されていない。②資源管理のために必要な統計（センサス）

の整備が不十分であり、分析結果の漁民へのフィードバックも不足しているため、漁

民の統計データ集計への協力も限定的である。③各国水産局間で資源管理活動の

経験・教訓を共有する仕組みが弱く、水産資源管理に関する地域ネットワークの構築

が急務。④漁民（特に沿岸零細漁民）は資源管理政策に伴う収入減尐への不安を抱
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えており、代替収入源の創出についても検討が必要。⑤水産物のマーケティングや

付加価値向上への取り組みにおいても、改善の余地は大きい。 

 

（2）カリブ地域における水産セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

CRFM は、加盟各国において持続的な漁業・水産業が営まれるよう、各国と協力し

カリブ地域に共通する水産資源の管理、開発に資する活動を行うことをその基本政

策として定めている（Agreement Establishing the CRFM, February 4, 2002）。本事業は

カリブ地域において共通課題となっている、コンク貝、ロブスター、リーフ魚、及び小型

浮魚等の過剰漁獲による沿岸水産資源の減尐に焦点をあて、水産資源の持続的利

用を可能にするために必要な「漁民と行政の共同による漁業管理」を確立することを

目的としており、上記基本政策と合致している。 

 

（3）水産セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国は、2010 年 9 月 2 日に東京で開催された第 2 回日・カリコム外相会議で採

択された「日本とカリコム諸国との平和・開発・繁栄のためのパートナーシップ」

（Partnership for Peace, Development and Prosperity between Japan and the Member 

States of the Caribbean Community）に基づき、①グローバル経済への統合、②環

境・気候変動、③人間の安全保障の 3 つを柱に協力を行っている。水産は「グローバ

ル経済への統合」における重点分野のひとつと位置付けられ、カリブ地域の水産資

源の持続的開発、保全及び管理の分野において緊密な協力を継続することがカリコ

ム各国と確認されている。加えて、本事業は対象6ヵ国においてJICAが展開している

「水産業・漁村コミュニティー開発支援プログラム」の下に位置付けられ、カリブ地域

の水産業の持続的発展を支援するという我が国の援助方針と整合している。 

 

（4）他の援助機関の対応 

カリブ地域の水産分野への協力については、世界銀行、国連食糧農業機関（FAO）、

EU、フランス、カナダなどが実施している。本事業においては EU 及びフランスが小ア

ンティル諸島において実施する浮魚礁（FAD）プログラムのMAGDELESA（Moored fish 

AGgregating DEvice in the LESser Antilles）との連携が想定される。 

 

３．事業概要                                                

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は東カリブ諸国機構（OECS）6ヵ国及びカリブ地域において、「漁民と行政の

共同による漁業管理（Co-Management1）」のために必要な漁業情報を収集し、合意形

                                                   
1
 Co-Management の日本語訳としては共同漁業管理／漁業共同管理なども考えられるものの、
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成及びルール／規則遵守のしくみを実証すること、及びパイロット（実証）事業の成果

をカリブ地域で共有することにより、事業実施 6 ヵ国の状況に適した「漁民と行政の共

同による漁業管理アプローチ（Co-Management アプローチ）2」の開発を図り、もって

Co-Management アプローチのカリブ地域への普及に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

セントビンセント：セントビンセント島西海岸及びベクエ島 

セントキッツ：カリブ海 

アンティグア・バーブーダ：アーリングス沖及び沿岸部 

ドミニカ国：全海域 

セントルシア：カリブ海 

グレナダ：大西洋 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

セントビンセント：セントビンセント島西海岸の浮魚礁（以下、「FAD」）漁業者 

ベクエ島のロブスター漁業従事者 

セントキッツ：カリブ海の FAD 漁業者 

アンティグア・バーブーダ：アーリングス沖合の FAD 漁業者 

沿岸のかご漁業者 

ドミニカ国：全海域における FAD 漁業者 

セントルシア：カリブ海の FAD 漁業者 

グレナダ：大西洋の FAD 漁業者 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2013 年 4 月～2018 年 4 月を予定（計 60 ヵ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

2.8 億円 

 

（6）相手国側実施機関 

OECS6 ヵ国水産局及び CRFM事務局 

 

                                                                                                                                                     

何と何との共同なのかが明確でないこと、また、日本語で共同漁業は漁業協同組合の組合員が

一定の水域を共同利用して営む漁業のことを指すことから、正確を期すために、日本語では「漁

民と行政の共同による漁業管理」とする。 
2
 アプローチ＝管理方策（手法）や支援方策を適切に組み合わせたもの 
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（7）投入（インプット） 

1）日本側 

専門家派遣：長期専門家 2名（プロジェクト運営管理、漁業管理）、短期専門家（必

要に応じて） 

本邦研修：島嶼国水産普及員養成コース（沖縄、フィジー）、国別研修等 

機材供与：FAD 等活動に必要な資機材（ブイ、網、縄などの漁具及び器具） 

プロジェクト活動経費：専門家旅費・交通費、現地スタッフ傭人費、プロジェクトサイ

トに配置するローカルコンサルタント等委託費、ワークショップ経費 

2）相手国側 

カウンターパート配置：各国水産局員（漁業統計、資源管理、FAD 漁業管理、セン

サス・漁業情報収集）、CRFM事務局員（必要に応じて） 

プロジェクト事務所：セントビンセントのCRFM技術ユニット内に事務所を設置し、広

域プロジェクトの拠点とするとともに、OECS6ヵ国全ての水産局内にも、

各国の活動拠点として執務室を設置する 

専門家執務に関する設備 

プロジェクト活動経費：カウンターパートの給与・手当等 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類 C 

②カテゴリ分類の根拠 本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010

年 4 月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

2）ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

一般に、水産業において、漁船による操業は主に男性の仕事となっているものの、

漁獲後の加工、販売においては女性も従事しており、本案件で想定している水産資

源管理においても女性が一定の役割を担うことが予想される。一方で、女性は家事

労働も行っているため、労働負荷が過大になりがちという課題がある。本案件では、

女性の役割やニーズを把握の上、ジェンダーの視点に立った活動を行うことでより効

果が高まることが期待される。 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

・開発調査「カリブ地域における漁業・水産業に係る開発・管理マスタープラン調査」

(2009-2012)  
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・個別専門家「水産物の取扱い及び流通に関する水産開発アドバイザー（セントルシ

ア、グレナダ、セントビンセント）」(2006-2012) 

・個別専門家「水産加工及び流通、水産開発アドバイザー（アンティグア・バーブーダ、

ドミニカ、セントキッツ）」(2006-2013) 

・水産無償資金協力 (1987 年～) 

 

2）他ドナー等の援助活動 

EU 及びフランスによる協力である MAGDELESA は、東カリブ諸国（セントキッツ、ド

ミニカ国、セントビンセント、グレナダ）並びに仏領カリブ諸国（グアドループ及びマル

ティニーク）における FAD 漁業の推進を事業内容としており、既に一部諸国では FAD

を設置済みである。本事業においても、MAGDELESAにより設置されたFAD付近で実

施されている FAD 漁業を活動に含める予定である。 

 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標： 

パイロット（実証）事業として実施された漁民と行政の共同による漁業管理アプローチ

が実施国及びカリブ地域に適切に普及される 

【指標】 

１．プロジェクト終了後、漁民と行政の共同による漁業管理の実施事例数（漁法別）が

増加する。 

２．漁民と行政の共同による漁業管理に参加する漁民数が増加する。 

３．漁民と行政の共同による漁業管理アプローチ（Co-Management アプローチ）を適

切に実施する国の数が増加する 

 

2）プロジェクト目標： 

各国の状況に適した漁民と行政の共同による漁業管理アプローチが開発され、カリ

ブ地域で共有される 

【指標】 

１．XX％以上の対象漁民が漁業管理に参加し、合意されたルールが順守される3 

２．各国で開発されたアプローチがカリブ地域で共有され、他の国々の水産局員から

有用であると認識される4 

                                                   
3 本事業では各国で未整備となっている漁民・漁船の登録制度を各国に導入する活動を予定して

おり、漁船制度の登録については船体表示制度の導入も検討している。これらにより具体的な漁

業管理に参加している漁民数を測定する。 
4 本指標は毎年定期的に実施されるカリブ広域セミナー（域内ワークショップ）において、質問票
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3）成果及び活動 

成果１：パイロット（実証）事業において、漁民と行政の共同による漁業管理のために

必要な漁業情報が収集、整理、及び定期的に更新される 

【指標】 

1－1 定期的に更新される漁業情報のスコープ5 

1－2 定期的に更新される漁業情報の信頼性6 

1－3 漁業情報が更新される頻度  

1－4 漁民と行政の共同による漁業管理のために漁業情報が活用されるレベル7  

【活動】 

1－1 パイロット（実証）事業において、ベースラインサーベイを実施する 

1－2 漁民登録、漁船登録／免許のしくみを調査し、改善する 

1－3 パイロット（実証）事業において、漁民と行政の共同による漁業管理のために、

定期的に更新すべき漁業情報の範囲と収集方法を決定する 

1－4 パイロット（実証）事業において、漁業情報を定期的に更新する 

 

成果２：パイロット（実証）事業において、漁民と行政の共同による漁業管理に関する

合意形成及びルール／規則順守のしくみが提案され、実証される 

【指標】 

2－1 提案された「しくみ（Mechanism）」、及びその「しくみ」に基づいて策定されたル

ール及び規則の数 

2－2 XX％以上の漁民が漁業管理方策の意思決定プロセスに参画する 

2－3 XX％以上の漁民が合意されたルールを順守する  

【活動】 

2－1 漁民と行政の共同による漁業管理への参加と行動計画について、漁民間、及

び漁民と行政間で合意を形成する 

2－2 FAD 漁業免許等、漁民と行政の共同による漁業管理に必要なルールについて、

                                                                                                                                                     

及びインタビューにて測定する。 
5 漁業情報の項目としては漁民数、漁船数、稼働漁民数、稼働漁船数、魚種別漁獲量、漁獲努

力量（漁具・漁法・規模）、漁獲物流通形態などが想定されるが、そのどこまでの範囲が漁民と行

政の共同による漁業管理のために有用かつ現実的か、定期的に検討・更新される必要がある。

本指標は、それらが定期的に更新されているかどうかを測定する。 
6 指標 1－1 と同様に測定される。 
7 活用のレベルは、活動２－２、２－４及び２－５において、定例会議資料に漁業情報が含まれて

いるか、また、同会議でその正確性が検証されたか、ルール及び行政措置の検討に漁業情報が

活用されたかによって確認する。 
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漁民間及び漁民と行政間で合意を形成する 

2－3 免税、漁民講習（BFTC）等、漁民と行政の共同による漁業管理の促進のため

に実施可能な行政策を確認する 

2－4 漁民と行政の共同による漁業管理方策を規定する行政措置の策定を促進す

る 

2－5 漁業管理に参加する漁民／漁民組織と行政担当者が定期会合を実施する 

 

成果３：漁民と行政の共同による漁業管理を推進するノウハウや技術が導入される 

【指標】 

3－1 漁民のニーズに基づき導入されたノウハウと技術の数8 

3－2 水産局担当職員における、導入されたノウハウと技術の習熟度と活用度 

3－3 漁民組織の管理能力が評価される（組織運営、財務管理等） 

【活動】 

3－1 パイロット（実証）事業の関係者に技術支援を行う 

3－2 水産局の能力向上のための技術支援を行う 

3－3 漁民組織の能力向上のための技術支援を行う 

 

成果４：各国におけるパイロット（実証）事業の成果が体系化され、カリブ地域で共有

される 

【指標】 

4－1 共有された教訓の数と内容  

4－2 教訓が共有された国の数  

【活動】 

4－1 パイロット（実証）事業の経験をレビューし、教訓を抽出する 

4－2 域内ワークショップに参加し、経験を共有する 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

ア．本事業では、比較的漁業の共通性が高く、またこれまで個別専門家を派遣して

きた実績のある東カリブ諸国機構（OECS）の 6 ヵ国、すなわち、セントキッツ、アン

ティグア・バーブーダ、ドミニカ国、セントルシア、セントビンセント、及びグレナダを

                                                   
8 導入されるノウハウと技術の具体例としては、FAD漁業技術、ログブック、漁獲量／努力量の

集計報告様式等が想定される。これらが操業報告書やマニュアル、行政措置、ルール／規則など

で反映されている数を測定する。 
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直接の活動対象とする、カリブ地域広域プロジェクトである。事業実施合意におい

ては、OECS6 ヵ国全てから個別に提出される要請書を基に PDM及び PO詳細に

ついて協議を行い、各国毎に R/D を締結する。なお、案件名、PDM及び PO につ

いてはOECS6 ヵ国で基本的には同様のものとする点、事前に各国水産局と合意

済みである。 

イ．以下の 4点をプロジェクト実施上の基本理念とする。 

①域内共通課題への対応 

②参加型資源管理の推進 

③ローカルリソースの積極的活用：本事業に関連する活動の先行実施国及び

CRFM事務局の人材を活用する 

④予防的な取組方法（Precautionary Approach） ：新規漁法を導入する場合は、

適切なデータ収集など資源への影響評価に配慮した予防的な取組方法を適

用する 

ウ．OECS6 ヵ国で実施する各事業の成果を、CRFM加盟国 13 ヵ国へと普及するため

に、CRFM事務局と連携して事業を実施する。想定される活動は以下のとおり。 

・成果共有を目的としたカリコムワークショップの開催 

・同成果の大臣会合、水産局長会合、技術会議、ワーキンググループでの発信 

・同成果のホームページでの発信（報告書公開） 

・関連情報の収集整理と提供 

・関連する他ドナー（欧州等）の活動との連携促進 

エ．合同調整委員会については、National Joint Coordinating Committee(NJCC)とし

て各国毎で実施する。漁民と行政の共同による漁業管理に参加する漁民数の割

合に係る目標値は、ベースライン調査実施後に具体的な数値を設定し、NJCC に

て承認を得る予定である。 

オ．パイロット（実証）事業の選定基準 

漁業管理を行う上で、例えば沿岸漁業といった大きな括りを活動対象とすると、

活動が散漫になり、その成果も明確に発現しない恐れがあるため、本事業では管

理対象とする漁業をあらかじめ絞り込むこととする。対象漁業は、新規導入漁業、

輸出・市場指向型漁業、乱獲傾向が顕著な漁業の3分野である。これらに絞り込ん

だ理由として、第一に FAD などの新規導入漁法は漁獲規制が（当面は）必要なく、

利害や慣習の定着度も比較的弱いと考えられ、また、漁民数も尐ないため、新たな

ルール作りが比較的容易に行え、漁民の組織化や管理方策の導入の難易度もそ

れほど高くない。したがって、各国水産局が新たな取り組みを行う上で必要なノウ
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ハウを蓄積するのに適していると考えられる。第二に、輸出・市場指向型漁業は、

各種証明書の発行などに政府機関の関与が必須となり、また、仕向け先の要求要

件（品質や鮮度など）を満たすために、行政サービスに依存する度合いも高い漁業

である。こうした背景から、漁民と水産局との協同関係を構築しやすい環境が整っ

ており、また、市場の要求要件への対応は漁業管理に参画する動機づけとしても

活用できる。第三に、乱獲傾向が顕著な漁業は、資源管理の必要性が最も高い漁

業種であり、早急な対応が求められている。また、漁業者が資源の減尐傾向を認

識している場合、彼らの参加も担保しやすい。 

こうした考えに加えて、広域での裨益を目指すため各国に特異的な漁業を活動

対象とすることはせず、地域的に共通性の高い（いわば最大公約数となる）漁業を

優先的に活動対象漁業として選択した結果、新規導入漁業としては「FAD 漁業」、

輸出・市場指向型漁業としては「ロブスター及びコンク貝を対象とする潜水漁業及

びかご漁業」、乱獲傾向が顕著な漁業としては「かご漁業」が対象漁業として適切

と考えられる。 

カ．Co-Management アプローチの活動対象漁業に関して、カリブ域内で先行事例とし

て位置づけられるドミニカ国の FAD 漁業、及びアンティグアのコンク貝を対象とす

る潜水漁業の分析と各パイロット（実証）事業で参照可能なレッスン（教訓）の整理 

キ．FAD漁業は沿岸部に過剰に集中した漁獲圧を分散し沖合に漁業者を向ける意義

はあるものの、これが野放図に拡大してしまわないように漁業者登録や漁業統計

の的確な実施とセットで進めていくことで、適切な漁業管理を推進することが必要と

なる。すなわち、FAD 漁業の推進により単に漁獲量を増やすことだけを成果とする

ことなく、FAD の「管理手法」全体の開発が重要と考えられる。 

 

（2）その他インパクト 

 本事業はパイロットプロジェクトの成果をセントビンセント国内及び CRFM 加盟 13 ヵ

国に普及することで、カリブ地域全体での漁業管理に貢献する。 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）事業実施のための前提 

対象漁民が本事業への参加に合意し、責任を果たすことを表明する 

（2）成果達成のための外部条件 

漁民の参加へのモチベーションを阻害する海況（海水温、海流、プランクトン分布

等）や漁況（漁獲量の状況等）が、プロジェクト期間中に長く続かない 
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（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

ハリケーンやその他の自然災害が、FADやその他の重要な設備に深刻な被害をも

たらさない 

（4）上位目標達成のための外部条件 

開発された漁民と行政の共同による漁業管理アプローチが普及されるよう、水産

局の政策が維持される 

 

６．評価結果                                                

本事業は、対象国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致してお

り、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

中米・カリブ地域で実施された過去の広域案件の評価では、カリブ地域機関（カリコ

ム下部組織）における活動と各国で実施する活動とを混在せず、各国の位置付けを

明確にすることが重要との教訓がある。そのため本事業においても、パイロット（実

証）事業は各国水産局をカウンターパートとして実施し、その各国毎の成果をカリブ地

域（CRFM 加盟 13 ヵ国）へ共有する際には CRFM 事務局と連携することとし、役割分

担を明確にするよう留意した。 

また、「セネガル国漁業資源評価・管理計画調査(2003-2006)」で実施されたパイロ

ット事業では、行政による技術的支援のもと漁民主導の資源管理が有効に機能した

事例がある。本事業においても、政府が漁民へ適切な漁業情報を提供するのみなら

ず、漁民も漁業情報の収集に協力することで、漁業情報が定期的に更新されるよう、

PDMの作成において留意した。 

 

８．今後の評価計画                                          

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

事業開始 6 ヶ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了 6 ヶ月前 終了時評価 

事業終了 3年後 事後評価 

以 上 


